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○ スポーツ基本法（抜粋） 

 （地方スポーツ推進計画）  

第１０条 都道府県及び市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会（地方教育行政の

組織及び運営に関する法律 （昭和３１年法律第１６２号）第２３条第１項の条例の定める

ところによりその長がスポーツに関する事務（学校における体育に関する事務を除く。）を

管理し、及び執行することとされた地方公共団体（以下「特定地方公共団体」という。）に

あっては、その長）は、スポーツ基本計画を参酌して、その地方の実情に即したスポーツの

推進に関する計画（以下「地方スポーツ推進計画」という。）を定めるよう努めるものとす

る。  

２ 特定地方公共団体の長が地方スポーツ推進計画を定め、又はこれを変更しようとするとき

は、あらかじめ、当該特定地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。 

 

附則抄 

（スポーツの振興に関する計画に関する経過措置） 

第３条 この法律の施行の際現に改正前のスポーツ振興法第４条の規定により策定されてい

る同条第１項に規定するスポーツの振興に関する基本的計画又は同条第３項に規定するス

ポーツの振興に関する計画は、それぞれ改正後のスポーツ基本法第９条又は第１０条の規定

により策定されたスポーツ基本計画又は地方スポーツ推進計画とみなす。 

 

 

○ スポーツ振興法（抜粋） 

 （計画の策定） 

 第４条 都道府県及び市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会（地方教育行政の組

織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２４条の２第１項の条例の定める

ところによりその長がスポーツに関する事務（学校における体育に関する事務を除く。）を

管理し、及び執行することとされた地方公共団体（以下「特定地方公共団体」という。）に

あつては、その長）は、第１項の基本的計画を参しやくして、その地方の実情に即したスポ

ーツの振興に関する計画を定めるものとする。 


